
出
願
品
種
の
属
す

る
農
林
水
産
植
物

の
種
類

出
願
品
種
の
名
称

出
願
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び

住
所
又
は
居
所

品
種
登
録
出
願
の

番
号
及
び
取
下
げ

年
月
日

C
h
ry
sa
n
th
e
m
u
m

x
m
o
rifo

liu
m

R
a
m
a
t.

太 た
い陽 よ
うの
ウ
リ
ズ
ン

サ
ー
モ
ン

沖
縄
県
花
卉
園
芸
農
業
協
同
組
合
沖

縄
県
浦
添
市
伊
奈
武
瀬
一
丁
目
1
0番
１

号

第
2
1
8
3
1号

平
成
2
2年
９
月
2
9日

〃
童 わ
ら
べ

吉
川
民
夫
富
山
県
富
山
市
東
大
久
保

5
8
0番
地

第
2
2
0
7
3号

平
成
2
2年
９
月
2
1日

D
ia
n
th
u
s

c
a
ry
o
p
h
y
llu

s
L
.

ヒ
ル
ポ
テ
ス

H
ilv

e
rd
a

K
o
o
ij

B
.V

.
M
ijn

sh
e
-

re
n
w
e
g

1
5
,
1
4
2
4
C
A

D
e

K
w
a
k
e
l

T
h
e
N
e
th
e
rla

n
d
s

第
2
2
8
8
5号

平
成
2
2年
９
月
2
1日

〃
ヒ
ル
テ
ス
ピ
ン
ク

〃
第
2
2
8
8
6号

平
成
2
2年
９
月
2
1日

〃
ノ
ブ
ロ
ッ
ク

H
Y
B
R
ID

A
s.r.l.

S
A
N
R
E
M
O

(IM
)
S
T
R
A
D
A

V
IL

-
L
E
T
T
A

1
9
c
a
p
1
8
0
3
8
IT

A
L
Y

第
2
3
7
1
0号

平
成
2
2年
９
月
2
1日

〃
K
L
E
D
S
0
6
0
1
3

〃
第
2
3
7
1
2号

平
成
2
2年
９
月
2
1日

〃
K
L
E
D
S
0
7
5
3
9

P
e
r
K
le
m
m

H
a
n
fa
c
k
e
r

1
0

7
0
3
7
8

S
tu
ttg

a
rt

G
e
rm

a
n
y

第
2
3
7
1
4号

平
成
2
2年
９
月
2
1日

〃
K
L
E
D
S
0
8
5
9
2

〃
第
2
3
7
1
5号

平
成
2
2年
９
月
2
1日

R
o
sa

L
.

リ
ト
ル
プ
リ
ン
セ
ス

ハ
ー
ト

酒
井
清
十
郎
愛
知
県
豊
川
市
平
井
町

小
野
田
3
6

第
2
1
9
6
9号

平
成
2
2年
９
月
2
7日

〃
リ
ト
ル
プ
リ
ン
ス
リ

ボ
ン

〃
第
2
1
9
7
0号

平
成
2
2年
９
月
2
7日

V
e
rb
e
n
a
L
.

D
A
N
T
W

IN
3
7

D
a
n
z
ig
e
r
-
D
a
n

F
lo
w
e
r

F
a
rm

M
o
sh
a
v

M
ish

m
a
r

H
a
sh
iv
a
,

5
0
2
9
7
Isra

e
l

第
2
0
6
7
1号

平
成
2
2年
９
月
７
日

〃
D
A
N
T
W

IN
3
8

〃
第
2
0
6
7
2号

平
成
2
2年
９
月
７
日

登
録
番
号

登
録
年
月
日

登
録
を
受
け
た
者
の
氏
名
又

は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法

人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表

者
の
氏
名

登
録
を
受
け
た
者
が
調

査
業
務
を
行
う
区
分
の

名
称

登
録
を
受
け
た
者
が

調
査
業
務
を
行
う
事

業
所
の
名
称
及
び
所

在
地

第
十
九
号

平
成
二
十
二
年

十
一
月
九
日

株
式
会
社
サ
ム
ラ
イ
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク

三
十
三

先
行
技
術
調

査
（
情
報
処
理
）

株
式
会
社
サ
ム
ラ
イ

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

東
京
都
新
宿
区
新
小
川
町
５

番
５
号

東
京
都
新
宿
区
新
小

川
町
５
番
５
号
サ
ン

ケ
ン
ビ
ル

代
表
取
締
役

西
澤

紘
一

平成™™年˜˜月˜ 日 金曜日 第œ››˜号官 報

山
口
県
山
口
市
阿
東
徳
佐
中

字
竹
ケ
浴

一
三
七
番

一
号

七
一
番

二
号

八
七
番

三
号

字
平
原

二
五
番

四
号

一
三
二
三
番

六
号

一
六
〇
番
三

七
号

一
三
七
番
五

八
号

字
水
戸

五
三
番
一

五
号

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
千
三
百
六
十
九
号

船
舶
安
全
法
（
昭
和
八
年
法
律
第
十
一
号
）
第
六
条
ノ
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
事
業
場
を
製
造
認
定
事
業
場
と

し
て
認
定
し
た
の
で
、
船
舶
安
全
法
の
規
定
に
基
づ
く
事
業
場
の
認
定
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
運
輸
省
令
第

四
十
九
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
一
月
十
九
日

国
土
交
通
大
臣

馬
淵

澄
夫

事
業
場
の
名
称

事
業
場
の
所
在
地

認
定
に
係
る
物
件
の
範
囲

有
効
期
間

株
式
会
社
浪
速
ポ
ン
プ
製

作
所
福
井
事
業
所

福
井
県
坂
井
市
三
国
町
池
上

1
1
2

内
燃
機
関
の
冷
却
ポ
ン
プ

平
成
2
2年

1
1月

2
8日
か
ら

平
成
2
7年

1
1月

2
7日
ま
で

〃
〃

内
燃
機
関
の
潤
滑
油
ポ
ン
プ
〃

〃
〃

燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ

〃
〃

〃
ビ
ル
ジ
ポ
ン
プ

〃

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
千
三
百
七
十
号

砂
防
法
（
明
治
三
十
年
法
律
第
二
十
九
号
）
第
二
条
の

規
定
に
よ
り
、
同
条
の
土
地
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の

で
、
砂
防
法
施
行
規
程
（
明
治
三
十
年
勅
令
第
三
百
八
十

二
号
）
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
一
月
十
九
日

国
土
交
通
大
臣

馬
淵

澄
夫

一
^

砂
防
法
第
二
条
の
土
地
に
係
る
河
川
の
名
称

坂
本
谷
川

_

砂
防
法
第
二
条
の
土
地
の
表
示

防
府
市
大
字
和
字
捨
ケ

山
五
〇
一
番
地
四
等
三

角
点
和
字
を
基
準
点
と
し
、
次
に
掲
げ
る
土
地
に
存

す
る
標
柱
一
号
か
ら
七
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及

び
標
柱
一
号
と
七
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地

の
区
域

基
準
点
か
ら
一
八
二
度
三
八
分
一
九
秒

八
五
二
・
四
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
号

標
柱
一
号
か
ら
五
七
度
一
七
分
一
三
秒

五
三
・
六
六
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
号

標
柱
二
号
か
ら
一
一
一
度
五
分
三
〇
秒

九
五
・
九
一
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
号

標
柱
三
号
か
ら
一
七
五
度
五
九
分
二
二
秒

四
九
・
四
九
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
号

標
柱
四
号
か
ら
二
五
九
度
四
〇
分
五
八
秒

七
九
・
五
四
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
号

標
柱
五
号
か
ら
二
六
九
度
三
四
分
六
秒

四
一
・
九
五
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六
号

標
柱
六
号
か
ら
三
二
〇
度
一
八
分
五
七
秒

四
四
・
一
四
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
号

二
^

砂
防
法
第
二
条
の
土
地
に
係
る
河
川
の
名
称

水
戸
南
川

_

砂
防
法
第
二
条
の
土
地
の
表
示

次
に
掲
げ
る
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
六
号

ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一
号
と
六
号
を
結

ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区
域
並
び
に
標
柱
一
号

と
六
号
を
結
ん
だ
線
か
ら
標
柱
七
号
と
八
号
を
結
ん

だ
線
ま
で
の
区
間
の
水
戸
南
川
の
中
心
線
か
ら
左
岸

九
メ
ー
ト
ル
右
岸
十
三
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
土
地
の
区

域
（
平
成
八
年
建
設
省
告
示
第
二
千
二
百
十
六
号
で

指
定
し
た
同
号
二
に
掲
げ
る
土
地
の
区
域
を
除
く
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
千
九
百
十
七
号

出
願
者
か
ら
出
願
公
表
後
に
品
種
登
録
出
願
が
取
り
下
げ
ら
れ
た
の
で
、
種
苗
法
（
平
成
十
年
法
律
第
八
十
三
号
）

第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
一
月
十
九
日

農
林
水
産
大
臣

鹿
野

道
彦

〇
特
許
庁
告
示
第
九
号

工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
年
法
律
第
三
十
号
）
第
三
十
七
条
の
規
定
に
基
づ

き
次
の
と
お
り
登
録
を
行
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
公

示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
一
月
十
九
日

特
許
庁
長
官

岩
井

良
行

š
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